
Ｑ

合
併
し
た
場
合
の
国
や
県
の
支
援
措
置
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
す
か
？

Ａ

合
併
に
伴
う
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
均
一
化

（
公
共
料
金
格
差
是
正
、
公
債
費
負
担
格
差
是
正

な
ど
）、
電
算
シ
ス
テ
ム
の
統
一
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
整
備
に
要
す
る
費
用
が
交
付
税
で
措
置
さ
れ

る
ほ
か
、
普
通
交
付
税
の
算
定
が
特
例
措
置
さ

れ
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
合
併
し
た
新
市
の
ま
ち

づ
く
り
の
た
め
の
事
業
や
振
興
の
た
め
の
基
金

造
成
に
対
す
る
財
政
措
置
も
あ
り
ま
す
。

●
最
新
情
報
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ど
う
ぞ

川
西
薩
地
区
の
市
町
村
合
併
に
関
す
る
情
報
を

住
民
の
皆
さ
ん
に
提
供
し
、
判
断
材
料
と
し
て
い

た
だ
く
た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
市
町
村
合
併
に
関
す
る
基
本
的
な
こ
と
、
合

併
協
議
会
の
開
催
状
況
や
議
事
録
、
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
な
ど
を
掲
載
。
皆
さ
ん
の
ご
意
見
や
お

問
い
合
わ
せ
に
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ア
ド
レ
ス
は
次
の
通
り
で
す
。

http://w
w
w
.senseisatu-gappei.kagosim

a.jp/

●
今
後
の
法
定
合
併
協
議
会
開
催
予
定

◆
法
定
合
併
協
議
会
の
第
三
回
会
議

二
月
十
三
日
（
木
）
午
後
一
時
半
か
ら

川
内
市
の
太
陽
パ
レ
ス

◆
法
定
合
併
協
議
会
の
第
四
回
会
議

三
月
二
十
八
日
（
金
）
午
後
二
時
半
か
ら

串
木
野
市
の
シ
ー
サ
イ
ド
ガ
ー
デ
ン
さ
の
さ

●
協
議
会
は
傍
聴
で
き
ま
す

法
定
合
併
協
議
会
の
会
議
は
住
民
の
方
も
傍
聴

で
き
ま
す
。
一
般
傍
聴
人
の
定
員
は
三
十
名
。
会

場
の
都
合
で
定
員
数
が
増
減
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
所
定
の
傍
聴
届

に
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
、
会
場
で
協
議
会
事

務
局
に
提
出
、
傍
聴
証
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。
傍
聴
証
は
会
議
開
催
予
定
時
刻
の
十
五
分
前

か
ら
先
着
順
に
交
付
。
傍
聴
希
望
者
が
定
員
を
超

え
る
場
合
は
く
じ
で
選
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
ご
提
言
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

新
し
い
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
の
提
言
募

集
は
一
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
終
了
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

住
民
の
皆
様
や
関
係
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合

の
職
員
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
約
五
百
七

十
件
の
ご
意
見
・
提
言
は
、
新
市
将
来
構
想
住
民

ア
ン
ケ
ー
ト
（
平
成
十
四
年
十
一
月
実
施
済
み
）

の
中
で
の
自
由
回
答
意
見
五
百
九
十
件
と
あ
わ
せ

（
約
千
百
六
十
件
）、
今
後
、「
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー

ラ
ム
」
の
活
動
や
「
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
」
策

定
作
業
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
概
要
を
後

日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く

予
定
で
す
。

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
方
、
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
お
詫
び
と
訂
正
）

任
意
合
併
協
議
会
だ
よ
り
第
３
号
の
お
知
ら
せ

「
今
後
の
協
議
会
開
催
予
定
」
で
三
月
二
十
七
日
開

催
の
会
議
が
第
三
回
会
議
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

第
四
回
会
議
の
誤
り
で
し
た
。

な
お
日
程
は
三
月
二
十
八
日
に
変
更
さ
れ
ま
し

た
。

8

Ｑ

合
併
す
る
と
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
低
下
し

ま
せ
ん
か
？

Ａ

合
併
後
の
諸
住
民
サ
ー
ビ
ス
は
、
具
体
的

に
は
法
定
合
併
協
議
会
の
中
で
協
議
さ
れ
ま
す

が
、
原
則
と
し
て
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
な

ら
な
い
よ
う
に
調
整
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
な
お
税
金
・
使
用

料
・
手
数
料
な
ど
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
将
来

の
財
政
状
況
な
ど
を
考
え
な
が
ら
各
項
目
ご
と

に
協
議
、
調
整
さ
れ
ま
す
。

《
合
併
問
題
Ｑ
＆
Ａ
》


